
令和２年（２０２０年）１２月２日

建 設 委 員 会 資 料

まちづくり推進部中野駅周辺まちづくり課

（第９９号議案）

中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例新旧対照表

改正案 現行

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略）

（適用区域） （適用区域）

第３条 この条例の規定は、令和２年東京都告

示第１２５８号により告示された変更後の東

京都市計画地区計画中野四丁目地区地区計画

（以下「地区計画」という。）に定める地区整

備計画（以下単に「地区整備計画」という。）

の区域のうち、その地区の区分が区域１―１、

区域１―２、区域２―１、区域３―１、区域３

―２、区域３―４、区域４及び区域５に該当

する区域に適用する。

第３条 この条例の規定は、平成２３年東京都

告示第１２４６号により告示された変更後の

東京都市計画地区計画中野四丁目地区地区計

画（以下「地区計画」という。）に定める地区

整備計画（以下単に「地区整備計画」という。）

の区域のうち、その地区の区分が区域１―１、

区域１―２、区域２―１、区域３―１、区域３

―２、区域４及び区域５に該当する区域に適

用する。

（建築物の用途の制限） （建築物の用途の制限）

第４条 次の各号に掲げる地区整備計画の区域

内においては、当該地区整備計画の地区の区

分に応じて当該各号に掲げる建築物は、建築

してはならない。

第４条 次の各号に掲げる地区整備計画の区域

内においては、当該地区整備計画の地区の区

分に応じて当該各号に掲げる建築物は、建築

してはならない。

⑴ 区域１―１、区域１―２、区域２―１、

区域３―１、区域３―２、区域４及び区域

５ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第６項に規定する店舗型性風俗

特殊営業（以下単に「店舗型性風俗特殊営

業」という。）の用に供する建築物

⑴ 区域１―１、区域１―２、区域２―１、

区域３―１及び区域３―２ 風俗営業等の

規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和２３年法律第１２２号）第２条第６項に

規定する店舗型性風俗特殊営業（以下単に

「店舗型性風俗特殊営業」という。）の用

に供する建築物

⑵ 区域４ 店舗型性風俗特殊営業の用に供

する建築物及び法別表第２（ぬ）項に掲げ

る建築物



⑵ 区域３―４ 店舗型性風俗特殊営業の用

に供する建築物及び法別表第２（り）項に

掲げる建築物

⑶ 区域５ 店舗型性風俗特殊営業の用に供

する建築物及び法別表第２（り）項に掲げ

る建築物

２・３ （略） ２・３ （略）

（建築物の容積率の最高限度） （建築物の容積率の最高限度）

第５条 建築物の容積率は、次の各号に掲げる

地区整備計画の地区の区分に応じて当該各号

に定める数値以下でなければならない。

第５条 建築物の容積率は、次の各号に掲げる

地区整備計画の地区の区分に応じて当該各号

に定める数値以下でなければならない。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶ 区域３―４ １０分の４５

⑷ 区域４ １０分の５６（当該建築物に中

水道施設を設ける場合にあっては、１０分

の５６に当該中水道施設の用途に供する部

分の床面積（２００平方メートルを限度と

する。）の敷地面積に対する割合を加えて得

た数値）

⑶ 区域４ １０分の５６（当該建築物に中

水道施設を設ける場合にあっては、１０分

の５６に当該中水道施設の用途に供する部

分の床面積（２００平方メートルを限度と

する。）の敷地面積に対する割合を加えて得

た数値）

⑸ 区域５ １０分の５６（当該建築物に中

水道施設、防災備蓄倉庫又は地域冷暖房施

設を設ける場合にあっては、１０分の５６

に当該中水道施設、防災備蓄倉庫又は地域

冷暖房施設の用途に供する部分の床面積

（１，７００平方メートルを限度とする。）

の敷地面積に対する割合を加えて得た数

値）

⑷ 区域５ １０分の５６（当該建築物に中

水道施設、防災備蓄倉庫又は地域冷暖房施

設を設ける場合にあっては、１０分の５６

に当該中水道施設、防災備蓄倉庫又は地域

冷暖房施設の用途に供する部分の床面積

（１，７００平方メートルを限度とする。）

の敷地面積に対する割合を加えて得た数

値）

２ （略） ２ （略）

（建築物の敷地面積の最低限度） （建築物の敷地面積の最低限度）

第６条 建築物の敷地面積は、次の各号に掲げ

る地区整備計画の地区の区分に応じて当該各

号に定める面積以上でなければならない。

第６条 建築物の敷地面積は、次の各号に掲げ

る地区整備計画の地区の区分に応じて当該各

号に定める面積以上でなければならない。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

⑷ 区域３―４ ０．５ヘクタール

⑸ 区域４ ０．４ヘクタール ⑷ 区域４ ０．４ヘクタール

⑹ 区域５ １．５ヘクタール ⑸ 区域５ １．５ヘクタール

２ （略） ２ （略）



第７条 （略） 第７条 （略）

（建築物の高さの最高限度） （建築物の高さの最高限度）

第８条 建築物の高さは、次の各号に掲げる地

区整備計画の地区の区分に応じて当該各号に

定める高さ以下でなければならない。

第８条 建築物の高さは、次の各号に掲げる地

区整備計画の地区の区分に応じて当該各号に

定める高さ以下でなければならない。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 区域１―２、区域３―４及び区域４ ５

５メートル

⑵ 区域１―２及び区域４ ５５メートル

⑶～⑹ （略） ⑶～⑹ （略）

２ （略） ２ （略）

第９条～第１１条 （略） 第９条～第１１条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


